
   伊勢原市建設工事総合評価方式試行要領 
 （趣旨）  
第１条 この要領は、伊勢原市が発注する建設工事の請負契約における、地方自治法施行

令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の１０の２の規定に

基づく価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式

（以下「総合評価方式」という。）による一般競争入札（以下「入札」という。）の試行

に関し、必要な事項を定める。  
 （総合評価方式の種類）  
第２条 試行する総合評価方式の種類は、次のとおりとする。  

(1) 特別簡易型 次条第１号に該当する工事  
(2) 簡易型 次条第２号に該当する工事  

 （対象工事）  
第３条 総合評価方式により入札を行う工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とし、

第５条に規定する審査委員会が選定することとする。 
(1) 入札に参加しようとする者の施工実績等の技術的能力及び社会性・信頼性（以下「施

工能力等」という。）と当該入札参加者が提示する価格（以下「入札価格」という。）

を一体として評価することが妥当と認められる工事 
(2) 入札参加者が提示する簡易な施工計画（以下「技術提案等」という。）及び施工能力

等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事 
 （評価の方法）  
第４条 総合評価方式による評価は、標準点１００点に、入札参加者が提出した技術提案

等及び施工能力等に関する資料（以下「技術資料」という。）に基づき算出した評価点（以

下「加算点」という。）を加えた合計（以下「技術評価点」という。）を、当該入札参加

者の入札価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。）で除して得た数値に、１００

万を乗じて得た数値（小数点第５位以下切捨て。以下「評価値」という。）とする。ただ

し、入札価格が失格基準価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。）以上品質確保

保証価格（消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。）未満の場合は、品質確保保証価格

を入札価格とみなして算出する。 
 （審査委員会）  
第５条 総合評価方式を実施するにあたって、対象工事の認定、次条に規定する落札者決

定基準その他の審査対象事項について審議するための審査委員会は、伊勢原市契約規則

（平成元年伊勢原市規則第１１号。以下「規則」という。）第６条の２の伊勢原市入札参

加資格選考委員会とする。 
 （学識経験を有する者からの意見聴取）  
第６条 総合評価方式の実施に当たっては、施行令第１６７条の１０の２第４項及び地方

自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２条の４の規定に基づき、総合評



価一般競争入札に係る申込みのうち、価格その他の条件が本市にとって最も有利なもの

を決定するための基準（以下「落札者決定基準」という。）を定めようとするときに、あ

らかじめ、学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）２人以上の意見を聴く（以

下「意見聴取」という。）ものとする。  
２ 前項の規定による意見聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づき落札者を

決定しようとするときに改めて意見を聞く必要があるかどうかについて、学識経験者に

意見を聴くものとする。 
３ 前項において改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札

者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者から意見聴取を行うものとする。  
 （施工実績等の評価）  
第７条 契約主管課長は、総合評価方式の対象工事における施工能力等を評価するものと

する。  
 （技術審査会）  
第８条 簡易型の対象工事における技術提案等の評価を行うに当たり、技術内容を評価す

るため、技術審査会を行うものとする。 
２ 技術審査会は契約主管課長を議長とし、検査担当職員、工事主管課長、工事主管課係

長、工事監督員の５名をもって組織し、次の内容について技術評価事務を行うものとす

る。  
(1) 対象工事の目的に応じ、技術提案等の評価項目及び評価の方法についての具体的な選

定及び配点  
(2) 入札参加者が記載した技術提案等の評価項目内容についての審査、評価及び採点  

３ 議長は、必要があると認めるときは、技術評価審査会に関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。また、入札参加者から提出された技術提案等について

意見を聴くことができるものとする。  
 （審査委員会への評価内容の報告）  
第９条 契約主管課長は、次の各号に掲げる事項について評価項目の選定及び配点を行い、

審査委員会に報告する。  
(1)特別簡易型 対象工事の施工能力等  
(2)簡易型 対象工事の技術提案等及び施工能力等  

 （評価項目等の決定）  
第１０条 評価項目及び評価基準は、前条の報告に基づき、審査委員会が決定する。  
 （入札公告に掲げる事項）  
第１１条 総合評価方式を実施する際には、入札公告において、規則第６条に定めるもの

のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。  
(1) 総合評価方式による旨  
(2) 求める技術資料の内容及び提出期限 



(3) 技術資料の評価項目及び評価基準 
(4) 落札者の決定基準及び決定方法 
(5) 総合評価方式での評価結果等が公表されること 
(6) 落札者が提示した技術的要素の内容が履行できなかった場合の措置等 
(7) その他必要と認める事項 

 （資料の提出） 
第１２条 入札者は、入札書提出期間内に技術資料を提出しなければならない。 
 （落札候補者の決定）  
第１３条 契約主管課長は、技術評価点が決定した後に入札書の開札を行い、開札後に第

４条の評価方法に基づき評価した評価値の最も高い者を落札候補者とする。  
２ 次の各号に掲げる要件に該当する者は、前項の規定を適用するための評価の対象外と

する。  
(1) 入札価格が予定価格を超え、又は失格基準価格未満となった者  
(2) 低入札価格調査の結果失格となった者  
(3) 前２号に掲げるもののほか、当該総合評価方式競争入札に係る公告等において定めた

参加資格要件等を満たしていない者  
３ 第１項の規定に該当する評価値の最も高い者が２者以上あるときは、規則第２３条の

規定に基づきくじにより落札候補者を決めるものとする。  
 （審査委員会への落札候補者の報告）  
第１４条 契約主管課長は、前条により選定した落札候補者を審査委員会に報告する。 
 （入札結果の公表）  
第１５条 総合評価方式による入札において落札者が決定したときは、次に掲げる事項を

公表するものとする。ただし、第３号については、入札価格が制限範囲内にある者（技

術力等の評価において失格となった者を除く。）のみとする。 
(1) 入札参加者名 
(2) 入札参加者の入札価格 
(3) 入札参加者の加算点、技術評価点、評価値 

 （落札者の施工方法等）  
第１６条 第２条第２号に定める簡易型の入札により落札した者に対しては、落札者の提

示した技術提案等に基づいて施工させるものとし、技術提案等に係る設計変更等は原則

として認めないものとする。  
 （技術提案等に係る履行の担保措置等）  
第１７条 契約主管課長は、落札者が提示した技術提案等の全てを契約図書に記載し、そ

の履行を確保するものとする。  
２ 前項に定めるもののほか、技術提案等に係る対応については、次のとおりとする。  

(1) 工事主管課長は、技術提案等の内容が履行されていることを確認するものとする。  



(2) 工事の検査等において、技術提案等の内容が満たされていないことが確認された場合、

原則として再度の施工を行うものとし、再度の施工が困難または合理的でないと判断

された場合には、工事成績評定点の減点措置を行うものとする。  
３ 前項第２号の工事成績評定点の減点措置は、次のとおりとする。ただし、８点を限度

とする。  
(1) 再度の施工により技術提案等が履行された場合には、成績評定評価項目ごとに１点減

点する。  
(2) 再度の施工においても履行が不可能な場合、または再度の施工が困難または合理的で

ないと判断された場合には、評価項目ごとに３点減点する。  
４ 配置予定技術者に病気、けが、退職、死亡その他のやむを得ない事情がある場合は、

その事情が証明できる資料を発注者に提出し、配置予定技術者の変更をすることができ

るものとする。この場合において、変更後の配置予定技術者は、提出した技術資料のう

ち「配置予定技術者の技術的能力」において評価した加算点の合計と、同点以上の評価

となる技術者でなければならない。同点以上の評価となる技術者を配置できない場合は、

工事成績評定を３点減点する。 
５ 入札参加者の技術資料等に対する履行状況が特に悪質と認められる場合、又は技術資

料等の虚偽記載等明らかに悪質な行為が認められる場合には、伊勢原市競争入札参加資

格停止等措置要領（平成元年伊勢原市告示第２６号）の規定に基づき停止措置等を行う

ものとする。 
 （技術提案に関する秘密の保持）  
第１８条 総合評価方式における入札において入札参加者が提出した資料等については、

公表しないものとする。  
 （手続の省略） 
第１９条 第２条第１号に定める特別簡易型のうち、評価項目の選定が特定の分野に限定

されているなど軽易な案件の場合は、第５条に規定する審議並びに第９条及び第１４条

に規定する報告を省略することができるものとする。この場合において、第３条中「第

５条に規定する審査委員会が選定することとする。」とあるのは「発注所属長が対象とす

ることが必要であると認めたものとする。」と、第１０条中「前条の報告に基づき、審査

委員会が決定する。」とあるのは「契約主管課長が決定する。」と読み替えるものとする。 
 
   附 則 
 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 附 則 
 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 


